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経
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梁
と
江
湖
道
場
の
開
創
に
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て

加
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正

俊



一二三四

斯
経
の
生
立

江
湖
道
場
発
願
の
背
景

円
福
僧
堂
の
設
立

山
内
僧
堂
開
創
に
対
す
る
妙
心
寺
の
難
色

二
五
三

二
五
五

二
六
〇

二
六
一



一

斯

経

の

生

立

東
嶺
、
遂
翁
、
提
洲
等
と
共
に
、
白
隠
門
下
の
四
天
王
と
し
て
世
に
知
ら
れ
る
斯
経
慧
梁
の
伝
は
、
前
三
者
程
さ
だ
か
で
は
な
い
。

い
ま
白
隠
和
尚
全
集
第
八
巻
に
収
め
る

「扶
宗
大
綱
禅
師
斯
経
座
元
略
行
由
」
や
、

「白
隠
年
譜
」

「近
世
禅
林
僧
宝
伝
」

「続
禅
林

僧
宝
伝
」
等
に
よ
っ
て
簡
単
に
斯
経
の
伝
を
記
し
て
み
る
。

享
保
七
年

(
一
七
二
二
)
播
州
姫
路
、
菅
氏
に
生
れ
、
幼
に
し
て
頴
異
。
十
歳
京
に
上
る
。
経
史
を
読
み
よ
く
其
の
義
に
通
ず
と
さ
れ

る
。

十
二
歳
に
し
て
花
園
妙
心
寺
塔
頭
海
福
院
五
世
東
明
禅
旭
の
室
に
入
り
出
家
。

十
七
歳
、
豊
後
少
林
寺
の
寒
巌
壊
灰

(P
i

一
七

四
四
)
に
参
じ
て
辛
酸
苦
修
す
る
こ
と
六
年
で
あ

っ
た
。

寒
巌
の
示
寂
に
遇
い
、
遠
く
錫
を
駿
河
に
移
し
白
隠

(
一
六
八
五
-

一
七
六
八
)

に
参
じ
た
。
時
に
白
隠
六
十
歳
、
斯
経
は
二
十
二
歳
で
あ

っ
た
。
白
隠
全
集
所
収
の

「杖
山
百
韻
」
は
、
元
文
二
年

(
一
七
三
七
)
白
隠

が
始
め
て
他
山
の
請
を
う
け
て
伊
豆
の
虎
杖
山
臨
済
寺
に
赴
き
、
碧
巌
録
を
提
唱
し
た
際
の
開
講
の
偏
に
、
白
隠
門
下
の
九
十
九
人
が

和
韻
し
た
偶
頒
集
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の

一
人
に
豊
後
少
林
寺
寒
巌
徒
問
日
の
名
が
み
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
間
日
を
通
じ
て
白
隠

の
名
は
は
や
く
か
ら
豊
後
の
少
林
寺
に
も
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
斯
経
が
白
隠
に
参
ず
る
因
を
な
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
白
隠
に

②

参
禅
中
の
事
歴
は
、
斯
経
の
略
行
由
に
も
白
隠
年
譜
の
中
に
も
う
か
が
わ
れ
な
い
。

た
だ

「荊
叢
毒
蘂
」
巻
第
九
の
中
に

「拝
閲

大
休
国
師
語
録
一」

な
る

一
項
が
あ

っ
て
白
隠
の
七
偶
を
収
め
て
い
る
が
、

そ
の
前
文

中

に
僅
に
左
の
如
き
文
章
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

斯
経
慧
梁
と
江
湖
道
場
の
開
創
に
つ
い
て
(加
藤
)

二
五
三



二
五
四

寛
延
改
元
戊
辰
(
一
七
四
八
)仲
冬
五
莫
。
於
駿
府
大
竜
山
臨
済
寺
鱒
有
一一円
満
本
光
国
師
二
百
年
忌
大
会
斎
輔
(中
略
)

近
頃
騰
八
前
有
梁
禅
人
者
噸
本
嬌
海
福
和
尚
徒
。
而
向
随
レ予
登
主
庖
山
一者
也
。
袖
三

秩
一来
日
。

是
亦
本
光
国
師
語
録
。

名
日
二見

桃
録
明
即
華
園
竜
華
和
尚
撰
也
。

そ
の
翌
年

(寛
延
二
年
)
白
隠
の

「遠
羅
天
釜
」
が
板
行
さ
れ
、
そ
の
祓
文
を
二
十
七
歳
の
斯
経
が
記
し
て
い
る
。
二
年
後
の
寛
延
四

年

(
一
七
五

一
)
「遠
羅
天
釜
続
集
」
が
引
き
続
き
板
行
さ
れ
、
矢
張
り
斯
経
の
祓
文
を
掲
げ
て
い
る
。

共
に
編
集

の
任
に
当

っ
た
も
の

㈹

と
思
わ
れ
、
多
士
済
済
の
白
隠
門
弟
の
中
で
の
重
用
の
度
が
知
ら
れ
る
。

宝
暦
七
年

(
一
七
五
七
、
斯
経
三
+
五
歳
)
妙
心
第

一
座
に
転
位
し
斯
経
と
号
し
海
福
院
に
嗣
席
し
て
い
る
。
尚
こ
の
年

「白
隠
年
譜
草

稿
」
に
左
の
如
き
記
事
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

師
(白
隠
)七
十
三
。
正
月
以
レ書
召
レ予
(東
嶺
)
旦
命
日
我
老
要
レ嗣
。
乞
成
昌此
義
一り
予
日
謹
承
・命
而
已
。
其
議
不
レ成
遺
　落
別
ム

こ
の
記
事
は
翌
年
の
斯
経
の
動
き
の
伏
線
と
な

っ
て
い
る
。
即
ち
翌
宝
暦
八
年
(
一
七
五
八
)
の

「白
隠
年
譜
草
稿
し
を
み
る
と
、

妙
心
斯
経
座
元
議
昌伊
予
圭

欲
圭

昌松
蔭
↓
事
不
鵠和
同
一依
7是
師
(白
隠
)帰
昌松
蔭
幻

と
あ
る
。
白
隠
の
老
齢
を
稽
み
て
、
斯
経
は
松
蔭
の
後
継
者
を
作
る
こ
と
に
劃
策
し
た
様
子
で
あ
る
が
、
結
果
は
思
わ
し
く
な
か
っ
た
。

前
年
度
の
年
譜
草
稿
に

「遺
昌落
別
人
一」

と
あ
る
が
、

白
隠
は
東
嶺
に
代

っ
て
斯
経
に
松
蔭
寺

の
後
継
者
を
作
る
こ
と
を
要
請
し
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
伊
予
の
圭
は
不
明
で
あ
る
。
爾
来
二
十
五
年
、
海
福
院
に
あ

っ
て
近
衛
内
前
公
(
一
七
二
八
ー

一
七
八
五
)
大
覚
門
主

寛
親
(深
P
)殿
下
等
の
帰
依
を
得
、
ま
た
多
く
の
浪
花
商
人
の
信
を
も
う
け
て
い
た
。

法
を
求
め
て
参
禅
す
る
雲
袖
も
あ

っ
た
で
あ
ろ

う
が
、
そ
の
間
の
記
録
を
欠
く
。



天
明
二
年
(
一
七
八
二
、
斯
経
六
十
歳
)
五
月
頃
か
ら
斯
経
年
来
の
念
願
で
あ

っ
た
江
湖
道
場
建
立
の
機
が
熟
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

江
湖
道
場
円
福
寺
建
立
の
具
体
的
な
記
録
は
、
円
福
寺
蔵
す
る
と
こ
ろ
の
斯
経
慧
梁
自
筆
本

「願
心
道
場
興
起
記
録
」
に
詳
細
を
極
め

て
お
り
、
江
湖
道
場
建
立
の
理
念
は
、
白
隠
全
集
に
収
め
る
と
こ
ろ
の

「願
心
道
場
旨
趣
」
に
委
し
い
。
今
こ
れ
ら
の
記
録
に
立
入
る

前
に
、
斯
経
が
江
湖
道
場
建
立
を
発
願
す
る
に
至

っ
た
そ
の
時
代
的
背
景
を
考
え
て
み
た
い
。

ω

寒
巌
の
伝
は

「続
禅
林
僧
宝
伝
」
第

一
輯
中
巻
に
委
し
い
。

②

斯
経
は
貴
顕
の
生
れ
と
さ
れ
、
駿
州
原
で
は
植
松
家
に
止
宿
し
て
白
隠
に
参
じ
た
と
い
う
口
伝
が
あ
る
。

圖

「妙
心
寺
史
」
下
巻
に
よ
れ
ば
、
斯
経
は
白
隠
所
蔵
の
遠
羅
天
釜
を
受
け
て
法
山
に
帰
り
、
そ
の
釜
を
用
い
て
禅
門
古
式
の
点
茶
を
講
じ
、
月

卿
雲
客
と
交
っ
て
屡

々
茶
事
の
風
流
を
楽
ん
だ
と
さ
れ
る
。
尚

「略
茶
事
訣
」

一
巻
を
著
し
て
い
る
。
更
に
白
隠
の

「糖
安
国
語
」
の
上
梓
に

も
関
係
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

二

江
湖
道
場
発
願

の
背
景

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
斯
経
は
十
二
歳
で
妙
心
海
福
院
の
門
を
く
ぐ
り
東
明
の
弟
子
と
な

っ
た
の
で
あ
る
が
、
花
園
に
程
近
い
安
井

村
の
竜
翔
寺
(
大
応
国
師
の
塔
所
)が
廃
寺
と
な

っ
て
単
に
塔
廟
の
み
を
残
す
だ
け
と
な

っ
て
い
る
の
を
み
て
、
若
年
な
が
ら
非
常
に
心

う
た
れ
る
も
の
が
あ

っ
た
。
後
年
江
湖
の
た
め
に
大
応
国
師
を
開
山
と
す
る
道
場
を
興
起
し
よ
う
と
い
う
願
心
は
、
既
に
こ
の
頃
よ
り

芽
生
え
て
い
た
と
い
う
。

つ
い
で
十
七
歳
に
し
て
寒
巌
壊
灰
の
下
に
参
じ
た
の
で
あ
る
が
、
少
林
寺
は
堂
宇
狭
少
で
あ
り
、
多
数
の
衆
僧
を
収
容
す
る
こ
と
は

斯
経
慧
梁
と
江
湖
道
場
の
開
創
に
つ
い
て
(加
藤
)

二
五
五



二
五
六

困
難
で
あ

っ
た
。
そ
れ
故
に
、
参
学
の
徒
は
東
西
数
里
の
間
に
分
れ
て
二
十
八
ケ
所
に
庵
を
結
び
、
互
に
村
里
を
行
乞
し
て
参
禅
弁
道

に
つ
と
め
た
。
世
に
少
林

の
庵
居
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
斯
経
は
こ
の
よ
う
な
庵
居
で
は
叢
規
を
守

る
こ
と
甚
だ
困
難
で

あ
り
、
且
つ
悪
弊
も
生
じ
易
い
こ
と
を
思
い
、
参
禅
の

一
衆
を

一
所
に
収
容
し
、
か
た
く
叢
規
を
守

っ
て
精
進
弁
道
す
る
道
場
、
叢
林

の
必
要
を
痛
感
し
て
い
る
。

以
上
の
二
点
は
、
い
わ
ぱ
斯
経
の
個
人
的
な
経
験
よ
り
生
じ
た
道
場
発
願
の
動
機
で
あ
る
が
、
そ
の
外
に
当
時

に
於
け
る
五
山
の
連

環
結
制
の
盛
行
や
、
各
山
に
於
け
る
常
会
の
僧
堂
の
復
興
等
を
、
斯
経
を
刺
激
し
て
江
湖
道
場
設
立
を
発
願
さ
せ
る
に
至
っ
た
時
代
的

背
景
と
し
て
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

斯
経
の
生
れ
た
享
保
七
年

(
一
七
二
二
)
頃
は
、
徳
川
家
康
が
政
権
を
掌
握
し
江
戸
に
幕
府
を
開
い
て
か
ら
百
二
十
年
程
を
経
た
江
戸

時
代
の
中
期
に
当
り
、
元
禄
の
華
や
か
な
文
化
の
あ
と
を
う
け
て
、
徳
川
幕
藩
体
制
の
際
会
し
た
始
め
て
の
封
建
的
危
機
の
時
代
で
あ

っ
た
。
こ
の
頃
既
に
台
頭
し
て
い
た
商
業
資
本
や
商
品
経
済
の
発
達
、
貨
幣
経
済
の
膨
脹
は
、
農
業
生
産
に
依
存
す
る
武
士
階
級
を
次

第
に
貧
窮
化
に
導
き
、
且
つ
幕
府
財
政
に
も
破
綻
を
も
た
ら
す
程
に
ま
で
進
ん
で
い
た
。
武
士
階
級
は

「禄
米
」
と
い
う

一
定
の
収
入

を
以
っ
て
変
動
す
る

「貨
幣
」

「商
品
」
等
の
支
出
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
徳
川
幕
府
の
封
建
政
策
と
し
て
と
ら
れ
て

い
た
彪
大
な
家
臣
団
の
城
下
町
集
中
や
、
封
建
諸
侯
の
参
勤
交
代
制
は
、
城
下
町
と
農
村
の
み
な
ら
ず
江
戸
と
諸
藩
間
を
も
緊
密
な
商

品
経
済
で
結
ぶ
紐
帯
と
化
し
、
前
述
の
如
き
趨
勢
は
、
全
国
的
な
規
模
に
於
い
て
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
に
将
軍
職

を
継
い
だ
八
代
将
軍
吉
宗
は
、
幕
藩
体
制
の
安
定
と
武
士
階
級
の
貧
窮
を
救
う
た
め
に
、
所
謂
享
保
の
改
革
を
推
進
し
て
い
た
。
即
ち

将
軍
親
裁
を
強
化
し
、
足
高
の
制
な
ど
に
よ

っ
て
幕
府
の
官
僚
体
制
を
整
備
し
、
旗
本
御
家
人
の
財
政
難
救
済
の
た
め
に
上
米
の
制
を



施

し
た
。
農
村
政
策
と
し
て
は
定
免
制
の
実
施
に
よ
り
年
貢
収
納
を
確
保
し
、
新
田
を
開
発
し
、
米
価
の
安
定
、
通
貨
の
統

一
に
努
め
、

商

業
資
本
の
統
制
に
心
が
け
た
。
こ
う
し
た
物
質
面
の
政
策
と
並
ん
で
、
華
美
を

つ
つ
し
み
質
素
倹
約
を
奨
励
し
て
消
費

の
節
減
を
は

か
る
と
共
に

「諸
事
権
現
様
の
通
り
」
と
い
う
祖
法
先
例
の
尊
重
、
復
古
主
義
的
側
面
を
強
調
し
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
的
風
潮
に
あ

っ
て
、
幕
府
は
五
山
に
対
し
て
も
学
問
の
尊
重
と
戒
律
の
厳
守
、
参
禅
弁
道
に
精
進
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
か
く
て
漸
く
五
山

㈹

の
中
に
も
坐
禅
の
復
興
と
結
制

へ
の
志
向
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

五
山
の
中
で
真
先
き
に
結
制
が
始
め
ら
れ
た
の
は
東
福
寺
で
あ

っ
た
。
東
福
寺
僧
堂
は
幸
い
に
兵
火
を
ま
ぬ
が
れ
開
山
当
時
か
ら
の

宏
壮
な
建
物
を
誇
っ
て
お
り
、
新
た
に
開
単
す
る
の
に
は
最
も
条
件
の
揃

っ
た
寺
で
あ

っ
た
。
享
保
十
四
年

(
一
七
二
九
)
開
山
聖

一
国

師

の
四
百
五
十
年
遠
諦
が
厳
修
さ
れ
、
備
中
の
宝
福
寺

の
象
海
慧
湛
が
師
家
と
し
て
招
か
れ
て
結
制
に
参
じ
た
。
翌
十
五
年
十
月
十
五

ω

日
、
天
衣
守
倫
に
よ

っ
て
東
福
寺
僧
堂
規
箴
が
撰
さ
れ
、
板
刻
さ
れ
て
僧
堂
に
掲
げ
ら
れ
た
。

僧
録
の
所
在
地
で
あ
る
南
禅
寺
に
於
い
て
も
、
応
仁
乱
後
僧
堂
焼
失
の
ま
ま
そ
の
代
用
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
章
駄
天
堂
の
建
継

工
事
が
、
享
保
十
五
年
に
行
わ
れ
、
翌
十
六
年
に
は
末
寺
に
対
し
て

「
本
山
僧
堂
を
設
け
た
か
ら
登
山
参
禅
さ
れ
た
い
」
と
の
通
達
を

送

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
南
禅
寺
に
於
い
て
開
単
の
準
備
の
す
す
め
ら
れ
て
い
る
時
、
こ
の
年
の
雨
安
居
を
東
福
寺
で
終

っ
た
衆
僧

三
十
名
が
、
解
制
後
七
月
、
南
禅
寺
に
掛
錫
し
、
各
所
に
分
坐
し
て
雪
安
居
を
結
ぶ
に
至
っ
た
。
筑
後
安
国
寺
の
前
住
潮
天
西
堂
と
象

海
慧
湛
と
が
そ
れ
ぞ
れ
臨
済
録
と
伝
心
法
要
を
提
唱
し
、
聴
集
数
百
の
多
き
に
達
し
た
。
こ
れ
が
南
禅
寺
僧
堂
復
興
の
始
め
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
東
福
寺
、
南
禅
寺
の
ニ
ケ
寺
に
於
い
て
僧
堂
の
復
興
が
実
現
し
た
。
幕
府
は
十
六
年
十

一
月
十
八
日
、
老
中

連
署
を
以

っ
て
金
地
院
僧
録
乾
巌
に
書
を
寄
せ
、
東
福
、
南
禅
両
僧
堂
復
興
の
盛
挙
を
賞
す
る
と
共
に
、
他
の
五
山
も
復
古
の
業
怠
り

斯
経
慧
梁
と
江
湖
道
場
の
開
創
に
つ
い
て

(加
藤
)

二
五
七



二
五
八

な
き
よ
う
に
と
勧
奨
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
僧
堂
復
興
の
気
運
と
禅
道
興
隆
の
要
求
と
が
重
な
り
つ
つ
、
且
つ
経
済
的
窮
乏
に
喘
い
で
い
た
五
山
の
中
で
、
苦
心
の

末
考
え
出
さ
れ
た
新
し
い
結
制
の
様
式
が
連
環
結
制
で
あ

っ
た
。
即
ち
南
禅
、
天
竜
、
相
国
、
建
仁
、
東
福
の
順
に
毎
年
当
番
寺
院
を

決
め
、
各
山
よ
り
僧
衆
十
名
の
参
加
と
費
用
と
し
て
米
十
石
を
拠
出
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
享
保
十
九
年

(
一
七
三
四
)
四
月
十
三
日
よ

り
七
月
十
三
日
ま
で
第

一
回
の
連
環
結
制
が
南
禅
寺
に
於
い
て
開
か
れ
、
以
後
明
治
初
年
に
至
る
百
三
十
余
年
間
に
亘

っ
て
毎
年
輪
次

に
結
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
連
環
結
制
が
、
毎
年
主
と
し
て
雨
安
居
を
期
と
し
て
盛
大
に
な

っ
て
行
く
に
つ
れ

て
、
各
山
に
於
け
る
雪
安
居
結
制
も
次
第
に
さ
か
ん
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
常
会
の
僧
堂
を
設
け
て
参
禅
に
励
む
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。

連
環
結
制
の
開
始
か
ら
凡
そ
三
十
年
後

の
明
和
年
間
は
恰
度
そ
の
こ
ろ
に
当
る
。
連
環
結
制
の
方
に
も
各
山
常
会

の
僧
堂
の
方
に
も
、

共
に
白
隠
下
の
俊
秀
が
進
出
し
て
実
際

の
経
営

の
任
に
当

っ
た
。
東
福
寺
派
下

の
大
休
恵
肪
と
そ
の
弟
子
に
当
る

一
山
心
恒
、
大
雲
林

説
。
天
狙
慧
謙
と
そ
の
弟
子

の
性
堂
慧
呆
。
天
竜
寺
派
下
の
霊
源
慧
桃
、
桂
洲
道
倫
。
相
国
寺
派
下
の
関
握
慈
訓
等
が
活
躍
し
て
い
る
。

明
和
元
年

(
一
七
六
四
)
の
東
福
寺

の
連
環
結
制
に
は
、
前
述

の
大
休
が
師
家
と
な
り
、
天
狙
が
知
客
、
性
堂
が
副
寺
と
な
り
、
僧
衆

八
百
三
十

一
人
が
集

っ
て
い
る
。
白
隠
始
め
そ
の
門
下
の
東
嶺
、
良
哉
、
関
涙
も
こ
の
結
制
に
参
加
し
て
い
る
。

明
和
三
年

(
一
七
六
六
)
の
天
竜
寺

の
連
環
結
制
に
は
僧
堂
(
選
仏
場
)が
営
作
さ
れ
、
霊
源
が
前
版
と
な

っ
て
い
る
。
五
山
の
中
で
、

東
福
寺
に
つ
い
で
天
竜
寺
が
独
立
の
建
物
と
し
て
の
僧
堂
を
所
有
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
よ
り
以
後
、
霊
源
、
桂
洲
、
慈
済
院
の
來

岳
の
三
人
が
逓
次
輪
替
し
て
天
竜
寺
の
常
会
僧
堂
を
司
管
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

明
和
四
年

(
一
七
六
七
)
の
相
国
寺
連
環
結
制
の
後
、
参
加
の
僧
衆
の

一
部
は
相
国
寺
に
掛
錫
を
願

い
出
、
雪
安
居
の
結
制
を
許
る
さ



れ
て
い
る
。
僧
堂
規
定
は
天
竜
の
桂
洲
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
相
国
寺
派
興
聖
寺
の
関
振
を
前
版
と
し
て
開
単
さ
れ
た
。
こ
れ
が
相

国
寺
常
会
僧
堂
の
始
り
と
さ
れ
、
以
後
十
余
年
間
、
関
振
は
相
国
常
会
の
興
隆
に
専
心
し
て
い
る
。

南
禅
寺
で
は
元
文
三
年
(
一
七
三
八
)経
済
的
理
由
で

一
時
中
断
さ
れ
た
雪
安
居
も
、
寛
延
元
年
(
一
七
四
八
)
以
後
再
開
さ
れ
て
い
た
が
、

仏
書
祖
録
等
の
提
唱
は
ま
だ
開
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
安
永
九
年

(
一
七
八
〇
)
の
南
禅
寺
に
於
け
る
連
環
結
制
後
、
引
き
続
き
天
竜
寺

の
霊
源
が
留

っ
て
、
常
会
で
も
碧
巌
録
を
提
唱
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の
提
唱
は
天
明
三
年

(
一
七
八
三
)
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
。

南
禅
寺
に
於
け
る
本
格
的
な
常
会
僧
堂
の
始
り
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
如
く
連
環
結

制
の
師
家
と
し
て
活
躍
し
、
各
山
常
会
の
僧
堂
の
興
隆
に
も
尽
力
し
た
の
は
、
五
山
の
伽
藍
法
系
に
属
し
な
が

ら
白
隠
に
嗣
法
し
た
こ
れ
ら
先
述
の
諸
師
の
力
で
あ
っ
た
。

こ
の
結
果
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
頃
白
隠
の
法
系
は
既
に
五
山
に

進
出
し
て
お
り
、
白
隠
下
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
結
制
も
成
就
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(1)(2}

願
心
道
場

旨
趣

「龍
翔
寺

は
嘉
陽
門
院

の
御
建
立

に
て
、
中
古
迄

は
建
物
も
あ
り
て
、
大
徳
寺

前
住
衆
輪

住

の
由

な
れ
ど
も
、
如
何

の
訳

に
や
、

大
徳
寺

の
境
内

へ
引

き
移

さ
れ
た
り
。
安
井
村

の
寺
跡

に
は
、

只
塔
廟

の
み
存

せ
り
。
」

「
若
年

の
時
、
龍
翔

寺

の
廃

せ
る
を
見

る
に

つ
い
て
、

偶

々
江
湖

の
為

め
大
応

の
道
場
興
建

の
願
心
を
発

せ
り
」

「続
禅
林
僧
宝
伝
」
第

一
輯
中
巻
、
寒
巌

の
項

「
梁
嘗
謂
。
庵
居
叢
規
難
レ行
。
間
生
一一悪

弊
の
後
創

一一円
福

干
城
州
八
幡
司
以
為
一一江
湖
道
場
魂
振
昌

粛
叢
規

}者
。
其
志
蓋
胞
　胎
於
少
林
一也
。
」

尚
、

願

心
道
場
旨
趣

の
中
で
も
当
時

の
少
林

寺
を
彷
彿
さ
せ
る
情
況
を
次

の
如

く
述

べ
て
い
る
。

「慕
道

の
柄
子
は
、

道
義
を
慕

ふ
て
輻
湊
す

れ
ど
も
、
其

の
寺
陳
隙
に
し
て
居
所

な
け
れ
ば
、
廃
社

辻
堂

な
ど
し

つ
ら
ひ
て
、
風

雨
を
障

へ
、

其

の
中

に
宴
坐
し
行
乞
し
て
、

食
縄
に
身

を

支

ふ
る
耳

に
て
、
種

々
の
辛
苦
を
嘗
め
て
、
其

の
志
を
遂

る
も
あ
り
、
風
寒
暑
湿
に
傷
ら
れ
て
、
中
途

に
膓
折
す

る
者
あ
り
」

斯
経
慧
梁
と
江
湖
道
場
の
開
創
に
っ
い
て

(加
藤
)

二
五
九



(3>(4}

二
六
〇

「円
覚
寺
史
」

の
中

で
玉
村
竹

二
教
授
は
、
日
本
近
世
禅

の
興
起

の

一
半
は
、
僧

堂

の
復
活

に
在
り
と
さ
れ
、

そ
れ
が
実
現
し
た

の
は
、
道
者
、

隠
元
、

心
越
等
明
朝
禅

の
流
入
に
よ

っ
て
そ
の
集

団
修

行
の
様
式

に
影
響

さ
れ
た
賢
巌
禅
悦
、

古
月
禅
材

、

象
海
慧
湛
等

(関
山
派
鉄
山
宗
鈍

の
法
系

)

一
派

の
活
躍
に
よ
る
と
さ
れ
、

ま
た
五
山
結

制

の
契
機
も
こ

の
気
運
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
地
方

に
於

け
る
こ
れ
ら
清
新
な
禅
風

の
挙

揚
も
、
確

に
太
平

の
五
山
を
下
か
ら
揺
り
動
か
す

一
つ
の
気

運
で
あ

っ
た
ろ
う
。

五
山
連
環
結
制
、
常
会
僧
堂

の
開
設
等

の
史
料

は
す

べ
て

「
東
福
寺
誌
」

「
続
南
禅
寺
史
」

「
続
禅
林
僧
宝
伝
」
並
び

に

「
禅
文
化
」

41
、
42

号
所
収
桜
井
景
雄
教
授

の
論
稿

「連

環
結
制

に

つ
い
て
」

に
よ

っ
て
い
る
。

三

円
福
僧
堂

の
設
立

以
上
の
よ
う
な
時
代
的
背
景
を
顧
慮
し
つ
つ
、

一
応

「願
心
道
場
興
起
記
録
」
に
よ
っ
て
、
円
福
寺
開
創
の
経
緯
を
簡
単
に
追

っ
て

み
よ
う
。

円
福
寺
開
創
の
話
は
天
明
二
年

(
一
七
八
二
)
五
月
廿
五
日
、
浪
花
の
福
島
甚
五
左
衛
門
が
、
妙
心
寺
海
福
院
に
て
先
祖
の
百
五
十
年

の
供
養
を
行

っ
た
時
、
鳳
台
院
の
巨
海
首
座
や
無
外
尼
等
を
交
え
て
の
茶
話
の
序
に
出
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
節
、
岩
清
水
八
幡
宮

の
社
家
で
あ
る
田
中
家
に
、
聖
徳
太
子
御
作
と
さ
れ
る
達
磨
大
師
の
像
が
伝
来
さ
れ
て
お
り
、
近
来
所
望
の
人
あ

ら
ば
譲
り
渡
し
て
も

よ
い
と
の
話
が
あ
る
こ
と
が
披
露
さ
れ
た
。
そ
れ
こ
そ
斯
経
願
心
の
道
場
に
相
応
し
い
も
の
、
是
非
譲
り
渡
し
を
得
た
い
と
そ
の
場
で

一
同
の
意
見
が

一
致
し
、
交
渉
の
件
は
か
つ
て
八
幡
表
に
在
住
し
た
こ
と
の
あ
る
巨
海
首
座
に

一
任
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
達
磨
大

師
尊
像
譲
り
渡
し
の
資
金
も
、
福
島
甚
五
左
衛
門
の
奔
走
に
よ
り
、
浪
花
の
山
田
屋
五
兵
衛
が
百
五
拾
金
を
喜
捨
す
る
こ
と
に
な
り
、



ほ
ぼ
目
安
が
つ
く
こ
と
に
な

っ
た
。
爾
来
種
々
の
交
渉
と
歳
月
を
経
て
、
天
明
三
年
三
月
廿
五
日
、
田
中
家
よ
り
円
福
寺
寺
号
並
に
達

磨
大
師
尊
像
、
御
朱
印
、
後
西
天
皇
か
ら
御
下
賜
の
尊
像

の
椅
子
等
の
譲
り
受
け
を
得
た
。
同
六
月
に
は
八
幡
に
隠
退
中
の
浅
井
周
斎

(元
浪
花
の
川
崎
屋
源
兵
衛
)が
幣
原
谷
の
地
を
寄
附
、
堂
宇
の
建
立
も
そ
の
頃
か
ら
次
第
に
始
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
主
と
し
て

川
崎
屋
新
右
衛
門
、
山
田
屋
五
兵
衛
、
鉄
屋
万
翁
等
浪
花
商
人
の
寄
附
に
よ
っ
て
い
る
。

よ
う
や
く
寺
基
も
調

っ
た
天
明
六
年

(
一
七
六
八
)
十
二
月
八
日
、
妙
心
寺
派
の
末
寺
に
編
入
を
許
さ
れ

「本
山
属
末
牒
」
に
記
載
さ
れ

天
明
四
年
四
月
十
七
日
に
は
、
江
湖
道
場
建
立
の
願
意
を
海
福
院
の
本
庵
で
あ
る
東
海
庵
執
事
ま
で
届
け
出
、
そ
れ
か
ら
二
年
後
、

る
こ
と
に
な

っ
た
。
か
く
て
天
竜
常
会
の
僧
堂
の
開
単
よ
り
遅
れ
る
こ
と
二
十
年
、
相
国
の
常
会
よ
り
遅
れ
る
こ
と
十
九
年
、
南
禅
の

常
会
よ
り
遅
れ
る
こ
と
六
年
に
し
て
、
妙
心
寺
派
と
し
て
は
最
初
の
公
認
僧
堂
で
あ
る
円
福
僧
堂
の
開
単
を
み
る
の
で
あ
る
が
、
し
か

し

こ
の
よ
う
な
斯
経
多
年
の
願
心
道
場
も
、
八
幡
表
に
円
福
寺
を
創
設
す
る
ま
で
は
、
し
か
く
簡
単
に
こ
と
は
運
ん
で
い
な
い
。
次
章

に
そ
の
こ
と
を
み
て
み
よ
う
。

ω

鉄
屋
萬
翁
は
、
白
隠

の

「
荊
叢

毒
蘂
」
出
版

の
資
金
を
提

供
し
た
木
田
元
照
居
士

の
こ
と
で
あ
る
。

四

山
内
僧
堂
開
創
に
対
す
る
妙
心
寺

の
難
色

順

序

が
逆

に

な

っ
た

が

、

斯
経

が

八
幡

に

円

福
寺

を

開
創

す

る

ま

で

に
、

妙

心
寺

本

山

と

は
色

々
の
経

緯

が

あ

っ
た

の

で

あ

る
。

斯
経
慧
梁
と
江
湖
道
場
の
開
創
に
つ
い
て

(加
藤
)

二
山会



二
六
二

っ願
心
道
場
旨
趣
L
の
中
で
、
斯
経
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

中
古
以
来
坐
禅
の
場
閾
け
た
る
は
憾
む
べ
き
こ
と
な
り
。
故
に
先
年
末
派
有
志
の
人
深
く
此
の
閾
典
を
歎
き
、
費
用
並
に
経
営
の

労
を
本
山

へ
か
け
ず
、
僧
堂
を
建
立
致
し
度
由
を
再
往
願
出
れ
ど
も
、
山
内
地
狭
く
其
の
外
差
障
多
に
由
て
、
衆
議
不
7調
、
事
止

ぬ
。
(中
略
)
先
年
僧
堂
の
願
起
不
レ成
7功
、
空
く
退
す
る
の
後
、
余
霧
に
思
惟
す
る
に
、

縦
ひ
山
内
に
場
所
あ
り
、

衆
議
和
同
し

て
、
僧
堂
新
に
成
ず
る
よ
り
も
、
吾
が
従
前
願
心
の
通
り
、
別
所
に
創
建
す
る
に
如
く
は
な
か
る
べ
し
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
斯
経
等
有
志
は
再
三
本
山
内
に
僧
堂
を
建
立
す
る
こ
と
を
願
出
て
い
な
が
ら
、
そ
の
度
に
衆
議
調
わ
ず
、
差
障
り

が
多
い
と
の
理
由
で
断
わ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

「吾
が
従
前
願
心
の
通
り
」
本
山
外
の

「別
処
」
に
僧
堂
建
立
を
企
て
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
方
も
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
。

「願
心
道
場
興
起
記
録
」
に
よ
っ
て
そ
の
辺
の
事
情
を
み
て
み
よ
う
。

兎
角
別
処

二
江
湖
道
場
を
取
立
候
義
、
第

一
之
上
策
ナ
リ
。
本
山

ニ
ハ
望
を
断
ち
候
方
賢
キ
方
ト
申
聞
。
先
年

来
万
猷
院
所
持
、

北
山
守
禅
庵
を
江
湖
道
場

二
被
致
候
様

二
毎
度
申
談
候
得
共
、
未
決
の
心
底
に
候
。
先
年
僧
堂
願
之
節
以
来
之
事

二
候
得
共
、
其

後

ハ
捨
置
候

ハ
、
雲
柄
方
江
湖
よ
り
被
相
願
候
て
相
解
候
事
も
可
有
之
哉
、
先
守
禅
庵

二
壱
両
輩
住
庵
を
は
相
願
候
。
其
上

二
而

近

々
勧
発
有
之
候
て
、
遂

二
動
キ
候
事
も
可
有
之
哉
と
相
勧
候
故
、
同
志
遠
州
の
察
公
、
先
住
庵

二
相
決
シ
三
年
斗
も
住
庵

二
候

得
共
、
林
泉
和
尚
未
点
頭
之
様
子

即
ち
妙
心
寺
本
山
に
望
を
断

っ
た
斯
経
等
は
、
山
内
万
猷
院
所
持
の
北
山
の
守
禅
庵
に
目
を
つ
け
、
こ
こ
に
僧
堂
を
開
こ
う
と
は
か

り

「毎
度
申
談
」
ず
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も

一
向
許
可
が
出
な
い
。
誰
か

一
応
住
庵
し
て
実
績
を
あ
げ
た
上
で
、
改
め
て
願
い
出

る
こ
と
に
し
て
、
同
志
で
あ
る
遠
州
の
察
公
が
守
禅
庵
に
住
庵
す
る
の
で
あ
る
が
、
林
泉
宗
豊

(妙
心
四
一
一
世
)
は
、
僧
堂
開
創
に
つ



ω

い
て
点
頭
し
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

幕
府
の
庇
護
を
う
け
、
と
も
す
れ
ぱ
文
弱
の
風
に
流
れ
勝
ち
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
五
山
に
、
ま
ず
僧
堂
の
復
興
が
み
ら
れ
な
が
ら
、

費
用
並
び
に
経
営
の
労
を
も
本
山
に
か
け
な
い
と
い
う
奇
特
な
申
出
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
臨
済
禅
最
大
の
教
団
で
あ

る
妙
心
寺
に
、
僧

堂

の
開
創
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
先
き
に
明
和
年
間
に
於
け
る
五
山
の
連
環
結
制
の
隆
盛
、
並
び
に
常
会
僧

堂

の
創
建
に
果
し
た
、
五
山
派
教
団
中
に
於
け
る
白
隠
下
の
諸
宗
匠
の
役
割
を
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
も
は
や
白
隠
下
以

外

に
、
僧
堂
型
式
の
結
制
を
経
営
し
て
行
く
こ
と
の
で
き
る
実
力
者
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。
更
に
小
教
団
故
の
人
材

の
払
底
は
、
関
山

派

で
あ
る
白
隠
下
の
法
系
の
、
直
接
五
山
派
本
山
に
流
入
す
る
こ
と
を
さ
ま
た
げ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

大
教
団
で
あ
る
妙
心
寺
に
あ

っ
て
も
五
山
と
同
じ
よ
う
に
、
い
ま
や
僧
堂
を
司
管
し
得
る
よ
う
な
力
量
あ
る
宗
匠

は
、
お
そ
ら
く
古

月
下
の

一
部
と
白
隠
下
を
除
い
て
考
え
ら
れ
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
か
か
る
時
に
妙
心
寺
に
於
い
て
斯
経
等
が
僧
堂
創

設

の
運
動
を
起
せ
ぱ
、
斯
経
等
の
志
向
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
然
的
に
そ
こ
は
白
隠
下
の
拠
点
と
な
る
筈
で
あ

っ
た
。
斯
経
や
遠
州

の
察
公
等
有
志
の
僧
堂
創
建
が
許
る
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
外
な
ら
ぬ
白
隠

一
派
の
法
系
の
本
山
流
入
に
対
す
る
、
本
山
側

の
と
っ
た
抵
抗
の
姿
勢
と
み
て
と

っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、
斯
経
等
の
僧
堂
開
設
の
運
動
の
中
に
、
本

山
側
を
刺
激
し
硬
直
さ
せ
た
要
素
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

時
代
は
少
し
下
る
が
、
妙
心
寺
の
中
に
僧
堂
を
つ
く
る
こ
と
を
断
念
し
て
、
新
に
円
福
僧
堂
の
創
設
に
情
熱
を
燃

や
し
て
い
た
頃
、

斯
経
は
円
福
僧
堂
の
師
家
と
し
て
、
白
隠
下
の
播
州
大
梵
寺
住
職
頑
極
禅
虎
(?
1

一
七
九
四
)を
招
こ
う
と
し
て
い
る
。

「
願

心

道

場

興

起

記

録

」

を

み

る

と

斯
経
慧
梁
と
江
湖
道
場
の
開
創
に
つ
い
て

(加
藤
)

二
六
三



二
六
四

(呪
懇
?
)

(天
明
四
年
)二
月
初
旬
三
日
比
、
播
州
大
梵
寺
頑
極
和
尚
従
来
懇
意
実
頭
之
人
、

酒
煙
艸
受
用
無
レ之
、

参
禅
之
功
も
有
レ之
、
人

之
為

二
相
成
義
、
其
住
世
之
院
者
甚
不
如
意
、
接
待
も
成
兼
候
義
、
八
幡
道
場

へ
被
出
候

バ
バ
、
相
応

二
繁
栄
茂
可
レ致
義
ト
俊

ソ

さ
せ
る
て
い

等

へ
兼
而
相
談
申
置
故

二
参
向
之
積
リ
也
。

正
月

二
鰻
首
座
断
レ之
為

二
被
レ参
候
得
共
、

差
体
之
存
入
難
=相
通
嚇
小
拙
法
憧
を
相

卓
可
レ然
と
之
事
故
、
是

ハ
直
面

二
可
昌申
入
一と
申
入
退
出
ナ
レ
バ
ナ
リ

か
く
て
斯
経
は
自
ら
播
州
大
梵
等
に
参
向
し
、
頑
極
に
熱
心
に
懲
慧
す
る
の
で
あ
る
が
、

「何
分
病
気
並
不
仕
合
引
続
難
レ任
心
底
」

に
て
不
首
尾
に
終
っ
て
い
る
。
頑
極
は
、
世
上
白
隠
下
五
傑
の

一
人
に
数
え
ら
れ
る
程
の
力
量
を
持
し
な
が
ら

「其
住
世
之
院
甚
不
如

㈲

意
」
に
し
て

「接
待
も
成
兼
」
て
、
伝
記
に
も
い
う
如
く

「単
丁
者
二
十
年
」
只

一
人
田
舎
に
埋
れ
て
い
た
僧
で
あ

る
。
斯
経
の
願
心

道
場
設
立
の
真
意
は
、
四
来
の
雲
納
を

一
所
に
収
容
し
、
厳
格
な
叢
規
の
下
、
参
禅
弁
道
に
専
心
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
と
同
時
に
、
こ

の
よ
う
に
、
僻
地
破
院
に
住
し
て

一
生
宗
教
輔
弼
の
功
を
施
す
に
由
な
き
白
隠
下
の
宗
匠
を
登
用
し
、
五
山
の
僧
堂
と
覇
を
競

っ
て
白

隠

一
流
の
禅
風
を
挙
揚
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

既
述
の
如
く
斯
経
は
江
湖
道
場
設
立
に
さ
き
立
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め

「願
心
道
場
旨
趣
」
を
作
り
、
自
分
の
理
念
を
述
べ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
中
で

「妙
心
の
住
持
は
、
本
末
の
差
別
な
く
四
派
輪
次
に
て
、

一
年
宛
の
差
定
な
り
。
代

々
輪
差
住
持
な
れ
ば
、
自

然

と
衆
僧
接
得
の
差
支
あ
り
。
末
派
の
内
に
は
、
古
跡
伽
藍
多
し
と
い
へ
ど
も
、
皆
独
住
所
に
し
て
、
江
湖
の
道
場

と
称
す
べ
き
不
断

僧
堂
の
式
を
行
う
場
所
な
け
れ
ぱ
、
辺
土
有
道
の
師
家
を
敦
請
す
る
の
道
断

へ
た
り
。
故
に
願
心
の
道
場
を
興
建
す
る
時
は
、
末
派
の

好
長
老
を
し
て
枯
淡
寂
莫
の
浜
に
朽
果
し
む
る
の
恨
な
く
、
四
方
の
雲
柄
修
道
の
場
あ

っ
て
、
古
風
復
た
挽
回
せ
ん
」

「師
僧
家
行
脚

成
弁
の
後
或
は
好
僧
と
な
れ
ど
も
、
当
派
の
風
規
に
て
、
因
縁
次
第
に
僻
地
破
院
に
住
す
れ
ば
、
始
終
破
院
切
り
の
住
職
に
て
、

一
生



宗
教
輔
弼
の
功
を
施
す
に
無
レ由
、
実
に
歎
惜
す
べ
き
事
な
り
。
若
し
願
心
の
道
場
を
成
就
せ
ぱ
、
田
舎
鱈
晦
の
知
識
を
推
出
し
て
、
所

葱

の
如
く
自
在
に
法
橦
を
執
ら
し
め
、
柄
子
を
鍛
錬
せ
し
め
ぱ
、
後
生
晩
輩
修
行
の
所
依
処
あ
り
て
、
鞭
励
の
心
も
因

っ
て
相
生
じ
、

禅
林
の
家
風
復
た

一
新
せ
ん
。
我
門
澆
末
の

一
大
光
輝
な
る
べ
し
L
と
述
べ
て
い
る
。
頑
極
招
請
の
こ
こ
ろ
み
は
、
こ
の
旨
趣
に
述
べ

ら
れ
た
精
神
の
忠
実
な
実
践
行
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
斯
経
の
述
べ
て
い
る

「
辺
土
有
道
の
師
家
」
「
末
派
の
好
長
老
」
「
田

舎
鱈
晦
の
知
識
」
等
は
、
必
然
的
に
頑
極
の
如
き
白
隠
下
の
宗
匠
を
指
す
こ
と
に
な
り
、
白
隠
下
以
外
に
天
下
に
そ
の
人
を
得
る
こ
と

は
も
は
や
困
難
に
な

っ
て
き
て
い
た
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
実
力
を
持
ち
な
が
ら
地
方
に
潜
在
す
る
宗
匠
を
含
め
て
、

白
隠

一
派
の
勢
力
は
い
ま
や
無
視
し
が
た
い
も
の
と
な

っ
て
き
て
い
た
。
妙
心
寺
本
山
自
体
に
と
っ
て
は
ま
だ
ま
だ
地
方
勢
力
に
過
ぎ

な
か
っ
た
と
は
い
え
、

一
度
び
機
会
さ
え
得
れ
ば
、
白
隠

一
派
の
勢
力
は
直
ち
に
本
山
自
体
に
浸
透
し
て
く
る
勢

に
あ
っ
た
と
思
わ
れ

勉

僧
堂
を
設
け
・
彼
等
に

百

在
に
法
撞
を
執
ら
し
め
・
柄
子
を
鍛
響

し
め
L
る
こ
と
に
対
し
て
妙
心
寺
本
山
側
の
示
し
難

色

は
、
こ
の
辺
の
事
情
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
僧
堂
創
設
の
場
所
を
、
本
山
以
外
の

「
別
処
」
に
新
に
開
拓
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。
大
阪
商
人
の
帰
依
を
受

け
て
い
た
斯
経
に
と

っ
て
、
本
山
を
離
れ
た
京
都
と
浪
花
の
中
間
、
淀
川
の
舟
運
の
便
を
得
た
八
幡
表
こ
そ
、
そ

の
た
め
の
好
個
の
場

所

と
思
わ
れ
た
。

斯
経
が

「願
心
道
場
旨
趣
」

の
中
で
高
く
掲
げ
た

一
宗

一
派
に
偏
せ
ぬ

「江
湖
道
場
」
の
理
念
は
、
以
上
の
よ
う
な
白
隠

一
派
に
対

す
る
本
山
側
の
抵
抗
を
頭
に
入
れ
て
読
み
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
山
側
の
抵
抗
、
難
色
が
強
け
れ
ぱ
強
い
程
、
斯
経
の
願
心
道
場
こ

そ
江
湖
の
道
場
で
あ
る
所
以
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
招
請
さ
る
べ
き
師
家
は
、
そ
れ
故
に

「
初
よ
り
自
他
の
隔
な

斯
経
慧
梁
と
江
湖
道
場
の
開
創
に
つ
い
て

(加
藤
)

二
六
五



二
六
六

く
、
派
脈
に
拘
ら
ず
、
江
湖
の
望
に
か
な
え
る
名
勝
L
で
な
く
て
は
な
ら
ず

、江
湖
の
衆
望
に
応
ず
る
宗
匠
を
L

「広
く
江
湖
よ
り
輪

差
し
て
住
持
に
請
じ
法
柄
を
執
ら
し
む
る
事
」
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
禅
宗
の
初
祖
と
さ
れ

る
達
磨
大
師
の
尊
像
が

⑤

「斯
経
願
心
の
道
場
に
相
応
」
と
さ
れ
、
そ
の
譲
渡
の
話
か
ら
円
福
寺
開
創
の
件
が
進
展
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
応
灯
関

一
流
の
開
祖

と
は
い
え
、
大
徳
寺
の
開
山
で
も
な
く
、
妙
心
寺
の
開
山
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
五
山
の
ど
の
流
派
に
も
属
せ
ぬ
大
応
国
師
が
、
江
湖

道
場
円
福
寺
の
開
山
と
し
て
勧
請
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
共
に
斯
経
の
深
い
政
治
的
顧
慮
よ
り
出
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

(1)

 

②(3)

守
禅
庵
は
大
燈
国
師
轄

光

の
地
と
さ
れ
、
当
時

の
雲
納
等

の
閑
栖
鞭
晦

の
場
所

と
な

っ
て
い
た
よ

う
で
あ

る
。
槍
海
宜
運

の

「
欄
枯
柴
」

に
は
、

「
守
禅
庵
偶
成
」
十
詩

以
上
を
収

め
る
。

そ
の
行
状

に
よ
れ
ば

「辛

丑

(天

明
元
年
)
夏
、

遊
二洛
北

一在
二守
禅
庵
司
払
二大
燈
国
師
之
影
堂
ご

と

あ
り
、
半
歳
を
こ
こ
で
お
く

っ
て
い
る
。

五
山

に
於

い
て
白
隠
下

(
五
山
の
伽
藍
法

に
属
す

る
)
の
諸
師

が
活
躍
す

る
こ
と
に
何

の
障
害
も
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。

安
永

六
年

(
一
七
七
七
)
五
月
廿

二
日

の
天
龍
寺

の

「住

山
年
中
記
録
」

に
、

時

の
参
暇

和
尚
十
洲
性
萢

は
大
略
次

の
よ
う

に
記
し

て
い
る
。

即

ち
霊
源
西
堂
は
、
本

山
僧
堂

の
世
話

を

一
任
さ

れ
て
お
り
、

そ
の
為

に
参
暇

並
び

に
当
寺
諸
役
を
免
除
さ

れ
て
お
り
な
が
ら
、

毎
制
他
派

の
招

請
に
応

じ
遠

方
ま
で
出

か
け
空

院
同
様

で
あ

る
。
当
山
無
人

の
と
こ
ろ
月
次
出
頭
ま

で
相
欠
く

の
に
、
若
輩

の
衆
中
を
も
相
従
え
て
出
か
け
る
。

当
山
派
下
小
会

と
い
え
ど
も
、
専
心

に
衆
僧
誘
扱

に
つ
と
め
ね
ば
な
ら

ぬ
。

霊
源
は
当
制
も
北
山
に
留
在
中
で
あ
り
、
今
秋

ま
た
遠
州
よ
り

の

招
請
を
得
て

い
る
。
故

に
前
住

両
和
尚

と
相
談

の
上
、
他
派

の
招
請

に
応
ず

る
の
は
今
秋

ぎ
り

に
し
て
、

以
後
堅
く
停
止
す

る
よ
う
、

霊
源
に

申
し
渡
し
て

い
る
。

し
か
し

四
年
後

の
安
永
十
年

二
月
仏
浬
榮

の
日

の
記
に
よ
れ
ば
更
に
霊
源
が
公

々
然
と
し
て
美
濃

の
大
会
に
応

ず
る
こ
と

に
な

っ
て
、
山
中

喧
鴛

た
る
さ

ま
を
伝
え

て
い
る
。

「
近
世

禅
林
僧
宝
伝
」
巻
之
上

「
頑
極
」

の
項
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当
時
妙
心
寺
山
内
に
は
、
斯
経

の
外
に
白
隠
門

下
と
し
て
幡
桃
院

の
指
津
宗
根
、

強

い
も

の
で
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
願
心
道
場
興
起
記
録
」

鳳
台
院
の
通
翁
毒
箭
等
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
勢
力
は
決
し
て

斯
経
慧
梁
と
江
湖
道
場
の
開
創
に
つ
い
て

(加
藤
)

二
六
七


